
第２章 子ども虐待の対応 

２ 関係機関の対応 
（１）子ども虐待対応・支援 全体フローチャート ～発見から支援まで～ 

           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

５ 進捗管理会議 

調整機関：事務局 

 （子育て支援ｾﾝﾀｰ） 

 情報の守秘義務等について 

虐待を受けている子ども等、要保護児童の適切な保護を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や

認識を共有し、適切な連携のもとで対応していくことが重要であることから、守秘義務に関して次のとおり定められてい

ます。 

■守秘義務 

  正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密は漏らさないこと。 

（児童福祉法第 25条の 5） 

■守秘義務違反をした場合 

  1年以下の懲役又は５０万円以下の罰金が課せられます。 

（児童福祉法第 61条の３等） 

■資料・情報の提供 

保護を要する子ども等に関する情報交換や支援内容に関する協議を行う必要がある場合、関係機関に対し

て、資料・情報の提供、意見の開陳その他必要な協力が求められます。（児童福祉法第 25条の 3） 

 

市民、福祉教育機関（保育園・学校など）、保健医療機関
（病院・医院など）及びその他関係機関が、日頃の様子など
から虐待を発見（疑い）します。 

１ 虐待の発見もしくは疑い 

情報収集及び事実確認を行い、関係機関内において、虐待

が疑われるケースかどうか協議します。 
２ 情報収集と事実確認 

虐待が疑われた場合は、重症度において通告先に通告

（相談）します。 

命の危険がある場合は、警察に通報します。 

 

３ 相談・通告 

受理会議を開催し、初期対応を協議します。 

子どもの安全確認を最優先し、支援方針を決定します。 

４ 受理会議、安全確認、初期調査 
支援方針会議 
（子育て支援課） 

調整機関による個別検討会議を開催します。 

また、定期的に開催し、支援方法について再確認します。 

 

５ 個別ケース検討会議 

個別ケース検討会議等で決定した方針に対して、進捗管理

会議において必ず評価していきます。 
６ 進捗管理会議 

事態の改善が図られ目標が達成されたと評価された場合、

支援は終結となります。 

 

７ 支援の終結 
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